
愛ファーマシー株式会社 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 
 

 

全ての社員が、その能力を十分発揮できるような雇用環境の整備を実施するとともに、仕事と子

育てを両立できるような具体的な取り組みを進めるために、下記の行動計画を策定します。 

 

 

1． 計画期間：令和6年10月1日から令和8年9月30日までの2年間 

 

2．内容 

 

 

 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 

＜目標 ①＞ 

 

＜対策＞ 

 

＜目標 ②＞ 

出産・育児休業制度の社員への理解を深め、復帰支援を行う。 

＜対策＞ 

 

＜目標 ③＞ 

 

＜対策＞ 

 

＜目標 ④＞ 

子どもが生まれる際の父親の休暇取得促進として、妻が出産した時の休暇取得3日間の推進を行う。 



 

 

 

 

以上 

＜対策＞ 

 

＜目標 ⑤＞ 

 


